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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

海上保安庁所属ベル式２１２型ＪＡ９５３５（回転翼航空機）は、昭和５７年１１月２９日、長 

崎県福江市の男女群島女島灯台へ交代の航路標識事務所職員（以下「航標職員」という。）を 

輸送するため飛行中、１２時０４分ごろ女島の北東約４．４キロメートルにある男島（島頂２３４ 

メートル）の東側斜面に墜落した。

同機には、乗組員５名、同乗者（航標職員）４名の計９名が搭乗していたが、２名（乗組員） 

が死亡、５名（乗組員２名、同乗者３名）が重傷、２名（乗組員、同乗者）が軽傷を負った。

同機は、大破したが火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の調査及び調査組織



航空事故調査委員会は、昭和５７年１１月２９日運輸大臣から事故発生の通報を受け、当該 

事故の調査を担当する主管調査官及び１名の調査官を指名した。

１．２．２　調査の実施時期

昭和５７年１１月３０日～１２月３日　現場調査

昭和５８年２月１４日～１６日　残がい調査

昭和５８年９月１３日～１４日　機長の口述聴取

１．２．３　原因関係者からの意見聴取

原因関係者として機長から昭和５８年１２月１日意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ９５３５は、昭和５７年１１月２９日福江空港と女島灯台間の航標職員輸送のため、有視界 

飛行方式による福岡空港―福江空港―女島灯台―福江空港―福岡空港の飛行計画を福岡空港事 

務所に提出したのち機長ほか４名（副操縦員、機上整備員、航空員２名）が乗組み、０９時 

３１分福岡空港を離陸した。

同機は１１時０８分福江空港に着陸後、エンジンをアイドル回転としたままで４名の航標職 

員及び空輸物資を搭載したのち左操縦席の機長の操縦により１１時２１分福江空港を離陸し女 

島へ向った。

機長は、高度約１，０００フィート、速度約９０ノット、機首方位約２００度を保持して飛行し、 

１１時４４分女島灯台と交信し女島到着予定時刻の１２時００分を知らせるとともに同島の気象 

現況を問い合わせたところ、南東の風１７メートル／秒、雨、視程５キロメートル、雲高４００ 

メートルとのことであり、これは視程が若干低下したものの福岡出発前にチェックしたものと 

あまり変化がないものであったので女島への飛行が支障なく実施されることを確信し、この時 

点で副操縦員に操縦を交代した。

機長は高度１，０００フィートで飛行中、経路上の雲が徐々に低くなってきたので、１１時５０ 

分ごろ再び操縦を代わり速度を６０ノットに減速するとともに５００フィート／分前後の降下率 

で高度約３００フィートまで降下したのち、機首方位２００度を保持し、海面を視認しながら飛 

行を続けた。

機長はその後、次第に雨が激しくなるなど気象状況が悪化する傾向がみられたので、再度女



島の気象状況をチェックするため、１１時５５分ごろから約５分間数回にわたり女島灯台を呼 

んだが応答がなく女島の気象現況を入手できなかったが、当時の機速等から女島の予定到着時 

刻が5分程度遅れること及び目的地女島までは未だ距離があることを勘案して、この悪天は局 

地的な現象であると判断し、これを通過すればその先は、先に入手した情報どおりの気象状況 

であろうと考え飛行を継続した。

１２時００分ごろ女島との交信が可能となり、気象現況を聞いたところ、女島は先程来より 

風雨が急に激しくなり、視界も悪く、電探山（標高２８３メートル）も半分から上はかすんで 

見えない状態との返事があったため、機長はこれに対し「着陸できないかも知れない、なお交 

信状態は維持しておくように」との応答をしたが、その直後女島への飛行を断念した。

機長は、福江空港に引返すため機首方位約２００度、高度約３００フィートで飛行中の同機を 

バンク角約１０度、上昇率約５００フィート／分の右上昇旋回に入れたが、同機はかなりの乱気 

流と視程障害を伴う激しい風雨の中で機首方位が約３００度に変化し、高度約６５０フィートに 

達した１２時０４分ごろ１５度前後の右傾斜姿勢でメインロータブレード及び機体下面により樹 

木を切りながら男島の東側斜面に進入し、同斜面に機首部が激突したのちバウンドして、なだ 

らかな斜面上を約２０メートル進み右に横転して停止した。

男島は、男女群島の北部に位置し、島岸は切り立った岩壁が水際から急起した台地のような 

形状の無人島である。事故現場は、同島の東側の斜面（北緯３２度０２分３０秒、東経１２８度 

２４分３２．４秒）であり、付近一帯は低い樹木が密生していた。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

乗組員の５名は、航空員の１名（２．９．２参照）を除き、２名（副操縦員、機上整備員）が死 

亡、２名（機長、航空員「機上通信」）が重傷を負った。

同乗者の４名は、３名が重傷、１名が軽傷を負った。

２．３　航空機（部品を含む。）の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度

大破

２．３．２　航空機の各部の損壊の状況

墜落時の衝撃による損傷のうち主なものは次のとおりであった。

(1)　メインロータ・アセンブリ

２枚のメインロータ・ブレードのうち、赤ブレードはメイン・リテンション・ボルト・



ホールの中心線から１，５５０ミリメートルのところで、下方に向ってわん曲し、それより 

先は複雑に変形及び破損しており、またダンパーチューブはわん曲していた。

白ブレードはメイン・スパー部とハニカム部が完全に分離しハニカム部は変形及び破 

損していた。

赤・白両ブレードのハブアセンブリに装着されたコントロール・チューブはいずれも 

破損していた。

メインロータ・マストは先端スプライン部より２３５ミリメートル下側のところから 

約８度３０分のわん曲を示していた。

(2)　キャビン及び計器板

キャビン及びキャビン床はステーション６３．３３より前方で原形をとどめぬ程に破壊し、 

一部は飛散しており、特に右側に著しい破壊が認められた。

計器板及びスイッチ類はほとんどが破壊し、飛散していた。

(3)　エンジン

No.２エンジンは排気ダクト及びパワータービン・シュラウドが内側にへこみ、パワータ 

ービンブレードの先端がパワータービン・シュラウド内面にあるシールと接触していた。 

No.１エンジンには破損は認められなかった。

(4)　メイントランスミッション部

メイントランスミッションのサポートケースは、機体側取付部が４カ所で破断してい 

た。

メイントランスミッションのサンプケース部は、メイントランスミッションから破断 

分離していた。

メインドライブシャフトはメイントランスミッション・インナカップリングより２４０ 

ミリメートルのところで破損していた。

(5)　テールブーム部

No.６テールロータ・ドライブシャフト及びバーチカル・フィン部は、いずれも４２度ギヤ 

ボックスの後方２３５ミリメートルのところで破損していた。

テールブーム下面のステーション４５及びステーション７５．３付近には座屈変形が認 

められた。

右側シンクロナイズドエレベータは座屈しており、スパーチューブは右側先端より 

４６０ミリメートルのところで破断していた。

テールロータ・ブレードは２枚とも先端部が座屈変形していた。



(6)　スキッド

右側スキッドは先端部より４６０ミリメートルのところで破断分離していた。

右側スキッドの前後部クロスチューブは座屈変形し、スキッドから破断分離していた。

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員その他の関係者に関する情報

２．５．１　機長　男性　２９才

事業用操縦士技能証明書　第６６８２号

限定事項

ベル式４７型　昭和５２年５月２７日取得

ヒューズ式３６９型　昭和５３年１０月２７日取得

ベル式２１２型　昭和５４年７月２６日取得

計器飛行証明　第４７号　昭和５６年２月２３日

第１種航空身体検査証明書　第１２１２０９６１号

有効期限　昭和５８年１月２３日

総飛行時間　２，３１６時間４６分

回転翼航空機飛行時間　２，１８２時間３０分

同型式機による飛行時間　１，１１８時間４５分

最近３０日間の飛行時間　２８時間２５分

女島への飛行回数（昭和５７年７月以降）　４回

２．５．２　副操縦員　男性　２９才

事業用操縦士技能証明書　第８３８６号

限定事項　ベル式２１２型　昭和５６年１２月１日取得

第１種航空身体検査証明書　第１１８９０１９８号

有効期限　昭和５７年１２月２８日

総飛行時間　５３８時間４５分

回転翼航空機飛行時間　４００時間１０分

同型式機による飛行時間　４００時間１０分

最近３０日間の飛行時間　１７時間１０分



２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　ベル式２１２型

製造番号及び製造年月日　第３０８９７号　昭和５３年１１月１６日

耐空証明　番号　第東５７‐１９６号

有効期間　昭和５７年７月８日～昭和５８年７月７日

総飛行時間　１，１５６時間４９分

１００時間点検後の飛行時間　６８時間３９分

２．６．２　重量及び重心位置

事故発生時の同機の重量は、１０，１２７ポンド、重心位置は１３７．１インチ（前後方向）

０．２インチ（右）と推算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量１１，２００ポンド、重心位 

置―前後方向１３２．０～１４４．０インチ、横方向（左）３．５～（右）３．５インチ）内であっ 

た。

２．６．３　燃料は航空燃料ＪＥＴ　Ａ‐１、潤滑油はモービル・ジェットオイルⅡでいずれも規格 

品であった。

２．７　気象に関する情報

２．７．１　長崎海洋気象台が事故当日（昭和５７年１１月２９日）の０６時００分に発表した当 

日の天気概況の要旨は次のとおりであった。

「黄海南部に発達中の低気圧があって北東に進んでおり、今朝の長崎県は各地とも曇で 

厳原では雨が降っている。低気圧は朝鮮南岸を通って、今夜は日本海を進み、これに伴う 

寒冷前線が宵のうち長崎県を通過する見込み、このため各地とも午前中から雨となり一時 

強く降り、海上は次第にしけて突風を伴う。」

２．７．２　長崎海洋気象台が事故当日及びその前後に発表した九州西方海上全域（男女群島を 

含む。）を対象とした海上強風警報は次のとおりであった（低気圧、前線の移動状況につい 

ては付図１参照。）。

(1)　１１月２８日、１５時００分観測、１７時４０分発表

発達中の低気圧（中心気圧１，０１５ミリバール）は、北緯３２度、東経１２１度付近に 

あり、東北東に２０ノットの速さで進んでいる。中心から伸びる温暖前線が北緯３２度、 

東経１２６度に、また寒冷前線が北緯２４度、東経１２０度に達している。南東のち、南 

西のち北西の風が３０～４０ノットに達し突風を伴う見込み。



(2)　１１月２９日、０３時００分観測、０６時１０分発表

発達中の低気圧（中心気圧１，０１２ミリバール）は、北緯３４度、東経１２５度付近に 

あり、北東に２０ノットの速さで進んでいる。中心から伸びる温暖前線が北緯３４度、東 

経１２９度に、また寒冷前線が北緯２７度、東経１２１度に達している。南東のち南西の 

ち北西の風が３０～４５ノットに達し突風を伴う見込み。

(3)　１１月２９日、０９時００分観測、１３時２５分発表

低気圧（中心気圧１，００８ミリバール）は、北緯３５度、東経１２５度付近にあり、北 

東に３０ノットの速さで進んでおり、中心から伸びる温暖前線が北緯３３度、東経１３０ 

度に、また寒冷前線が北緯２８度、東経１２４度に達している。他方、低気圧（中心気圧 

１，００８ミリバール）は北緯３１度、東経１２７度付近にあり、東北東に２５ノットの速 

さで進んでおり、中心から伸びる温暖前線が北緯２９度、東経１３０度に、また寒冷前線 

が北緯２５度、東経１２２度に達している。

南東のち北西の風３０～４５ノットに達し、突風を伴う。

(4)　１１月２９日、１５時００分観測、１８時２０分発表

発達中の低気圧（中心気圧１，００２ミリバール）は、北緯３７度、東経１２８度付近に 

あり、北東へ３０ノットの速さで進んでおり、一方、発達中の低気圧（中心気圧１，００４ 

ミリバール）は北緯３１度、東経１２９度付近にあり、東北東へ３０ノットの速さで進 

んでいる。

閉そく前線が北緯３７度、東経１２８度から北緯３１度、東経１２９度に伸びており、 

ここから更に温暖前線が北緯２９度東経１３４度に、また寒冷前線が北緯２８度、東経 

１２８度に伸びている。

北西の風が３０～４０ノットに達している。

２．７．３　女島灯台で観測され、毎時４０分から１分３０秒間発出される船舶気象通報のうち、 

事故当日の関連のものは次のとおりであった。

観測時刻　 風向　 風速（メートル／秒）　 天気　 視程（キロメートル）

０９時３７分　 南東　 １６　 雨　 １０

１０時３７分　 南東　 １４　 雨　 ８

１１時３７分　 南東　 １７　 雨　 ５

１２時３７分　 西南西　 １０　 雨　 ３

１３時３７分　 西　 １０　 雨　 ５

１４時３７分　 西北西　 ７　 雨　 ５



２．７．４　事故当日、女島灯台において測器により記録された気象変化のうち主なものは次の 

とおりであった。

(1)　自記風向風速計の記録によれば、当日午前中の風は、１５メートル／秒前後の南東の 

風であったが、１１時５０分ごろから風向が西寄りに急変し、その後風速が次第に弱ま 

りながら風向が徐々に北寄りに変化した。風は１５時ごろには北西の２～３メートル／ 

秒となって安定した。

(2)　自記気圧計の記録によれば、事故当日０９時ごろの気圧は９９７ミリバールであった 

が、その後は徐々に下降し、１１時５０分には９９２ミリバールを示し、約５分後の１１ 

時５５分には９９５ミリバールに上昇した。気圧は１３時ごろまで変化がなく、その後下 

降を始め１７時ごろには９９０ミリバール（当日の最低値）を示したのち再びゆるやか 

に上昇した。

(3)　自記雨量計の記録によれば、当日事故発生推定時刻前後の１１時３０分から１２時３０ 

分までの１時間における降雨量は２３．５ミリメートルであり、このうち特に１１時４５分 

から１１時５５分の１０分間には１２．５ミリメートル（７５ミリメートル／時）という強 

い雨が記録された。

２．７．５　当該飛行の中継地であった福江空港（男島の北東約４３海里）の福江測候所福江空 

港出張所における事故当日の気象観測値は次表のとおりであった 。

２．８　通信に関する情報

同機と女島灯台間の通信は、航空機側がＶＨＦ／送受信機（出力１ワット）、女島灯台側が 

ＶＨＦ／携帯用送受信機（出力１ワット）によって当日の１１時４４分ごろから１２時０２分ご 

ろまでの間に行われたが、機長によれば１１時５５分から１２時００分ごろまでの間数回にわ 

たり女島を呼び出したが、交信できなかったとのことである。

一方、女島灯台で同機の到着を待っていた職員の口述によれば、１１時４４分ごろ同機から 

１２時ごろ到着の予定との連絡があったので、灯台側の全員は１１時５０分ごろ交代の準備を整 

えて庁舎を出発し、徒歩で５～６分のヘリポートに向ったが、その途中激しい雨に遭い全員が 

ヘリポートへの登り口付近の窪地にある樹の下に避難した。この時携帯用無線機により同機に 

気象の急変を知らせようとしたが交信できなかった。１１時５８分ごろ１名の職員が約１５メー 

トルの高台にあるヘリポートへ登り、同機の呼び出しを行ったところ、１２時００分ごろに同 

機との交信ができたので女島の気象の急変を伝えたとのことである。



観測時間 １０時 １１時 １２時 １３時 １３時２０分 １３時４０分 １３時５０分

風向（度）平均 １４０ １４０ １５０ １５０ １５０ １８０ ２７０

変動 １００／ １００／ １００／ １１０／ １１０／ １４０／２４０ ２１０／３４０

２００ １９０ ２１０ ２２０ ２２０

風速（ＫＴ）平均 １３ １７ １４ １４ １９ １１ １２

最大 ２６ ２８ ２８ ３０ ３７ ２３ ４０

最小 ７ ９ ７ ４ ７ ６ ５

視程（ＫＭ） １２ ９ ４ ２ １ ６ ９

現在天気 雨 雨 雨 雨 強い雨 雨 雨

雲量 ２／８ ２／８ ７／８ ７／８ ５／８ ４／８ ３／８

雲形 積雲 積雲 積雲 積雲 積雲 積雲 積雲

雲高（ＦＴ） １，０００ １，０００ １，０００ ８００ ５００ ５００ １，２００

雲量 ５／８ ６／８ ８／８ ８／８ ８／８ ６／８ ８／８

雲形 積雲 積雲 積雲 積雲 積雲 積雲 層積雲

雲高（ＦＴ） １，５００ １，８００ ２，５００ ２，５００ １，２００ ８００ ５，０００

雲量 ８／８ ８／８ ８／８

雲形 積雲 積雲 積雲

雲高（ＦＴ） ３，０００ ３，０００ １，２００

気温（度Ｃ） １９ ２０ ２０ １９

露点温度（度Ｃ） １８ １８ １９ １８

ＱＮＨ ２９．８８ ２９．８１ ２９．７７ ２９．７０

（ｉｎｃｈ／水銀柱）

記事 風向 風向 風向 風向 風向 風向

変動 変動 変動 変動 変動 変動

気圧急 気圧急 気圧急

低下 低下 低下

もや もや もや

２．９　人の生存、死亡又は負傷に関係ある捜索、救難及び避難等に関する情報

２．９．１　捜索に関する情報

昭和５７年１１月２９日、女島渡海業務実施中のＪＡ９５３５が１２時０２分の交信を最後



に消息不明となったため、直ちに関係機関による捜索が開始されるとともに１３時００分 

海上保安庁第７管区海上保安本部に「ＭＨ５３５機遭難事故対策本部」が設置され、巡視船、 

航空機等による捜索が開始された。

捜索中のところ、同日１５時３０分ごろ同庁所属航空機により、男女群島男島の山頂付 

近に墜落している同機及び手を振り救助を求めている数名が発見され直ちに救助活動が開 

始された。

２．９．２　救難に関する情報

(1)　１１月２９日、１６時５０分ごろ、所属ヘリコプタの吊り上げにより、航空員及び航標 

職員の２名が救出され、重傷の航空員は１７時４０分ごろ福江市の病院に入院した。

同日１８時以降も救助活動が実施されたが、荒天のため遭難者を救出できなかった。

(2)　１１月３０日、０７時２９分ごろ、事故現場にヘリコプタから救助要員の４名が降下

し、遭難者の確認が行われるとともに０８時４２分までに航標職員２名がヘリコプタの 

吊り上げにより救出され、０９時５０分ごろ大村市の病院に入院した。同日０９時５６分 

ごろヘリコプタの吊り上げにより航標職員１名が、また、１１時１８分には機長が救出 

され、１１時１０分ごろ及び１２時２０分ごろに、それぞれ大村市の病院に入院した。

(3)　副操縦員、機上整備員の２遺体は、１１月３０日１３時３０分ごろヘリコプタに収容さ 

れ、１４時２５分ごろ長崎空港に移送された。

(4)　同乗者によれば、航空員のうち１名は事故発生後も元気であったが、その後連絡に行 

くと言い残して現場を離れたのち行方不明となった。その後の捜索中、１２月５日１７ 

時０５分ごろ男島南岸の真浦の沖合２０～３０メートルで遺体で発見され、検死の結果死 

因は水死であった。

２．１０　その他必要な事項

２．１０．１　飛行コースについて

機長の口述によれば、ラジオコンパスには女島標識ビーコン（３１９KHz、５分間隔で５ 

分間の発信）及び福江ＮＤＢ（２６４．５KHz）を選局して飛行した。女島への磁方位は２１７ 

度であり、当時コース上の風を南東からの３０ノット前後と判断していたので、左へ約 

１７度の偏流修正角を採り、方位２００度でほぼ予定のコース上を飛行できたとのことで 

ある。

２．１０．２　搭乗者の座席位置について

事故当時の搭乗者の座席位置は付図２のとおりであった。



３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長は適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　ＪＡ９５３５は有効な耐空証明を有し、かつ、所定の整備がなされていた。また、調 

査結果及び機長の口述から同機は事故発生まで異常はなかったものと認められる。

３．１．３　機長は当該飛行の実施に際し、事前に気象チェックを行った結果、目的地（女島） 

及び中継地（福江空港）の天候はいずれも飛行可能であり、また、２．７．２(2)の情報等によ 

ってチェックした当時黄海南部を北東に進みつつあった低気圧（以下「低気圧Ａ」という。） 

の影響は当日の夕刻以降であり、それまでには当該飛行が十分実施できるとの判断で福岡 

空港を出発したものと推定される。

３．１．４．　同機の当該飛行経路上の気象は、同機が中継地の福江空港を離陸後、男女群島の手 

前付近に到達した１１時５５分ごろまでは、飛行に支障をきたすものではなかったと推定 

される。また、機長は１１時４４分ごろ女島と交信し、女島の気象現況が先に入手したも 

のとあまり変化していないことを再確認したことにより、１１時５０分ごろから経路上の 

雲が低くなってきたことについても、これを局地的な現象として判断していたものと推定 

される。

３．１．５　長崎海洋気象台における当日０９時００分の観測（２．７．２参照）によれば、黄海南部 

を北東に進みつつあった低気圧Ａは、０９時００分現在１，００８ミリバールとなって、女島 

の北西４５０キロメートル付近にあり、約３０ノットで北東に進み、さらに、新たに発生し 

た１，００８ミリバールの低気圧（以下「低気圧Ｂ」という。）が当時女島の南西７５キロメ 

一トル付近にあって東北東に約２５ノットで進んでいるとのことであり、この低気圧Ｂは 

その移動状況からみて同機の女島予定到着時刻である１２時前後には男女群島付近に達す 

る情勢にあった。また、女島における観測によれば、１１時５０分ごろからこの低気圧Ｂ 

の影響とみられる気象現象の急変が記録された。

以上のことから、同機が女島の北東約１０キロメートル付近において、１１時５５分以降 

に遭遇した悪天候は、この低気圧Ｂの影響によるものと推定される。

３．１．６　前記の低気圧Ａ、Ｂ（２つ玉低気圧）に係る観測結果は、気象解析後、当日１３時 

２５分（事故発生後）に発表されており、従って機長は、低気圧Ａについては出発前から 

認識していたが、新たに発生した低気圧Ｂについては全く知ることが出来ず、また、女島 

到着予定の約１５分前に入手した女島の気象現況も飛行可能な状態であったことから、同



低気圧Ｂが当時男女群島付近に接近しつつあったことについても予知できなかったものと 

推定される。

３．１．７　機長は経路上の気象状態がさらに悪化する傾向がみられたので、女島の現況を再チ 

ェックのため１１時５５分から約５分間数回にわたり女島の呼び出しを行ったが、交信できな 

かったとのことであり、これは、当時女島の全員が庁舎からヘリポートへ移動中であり、 

その途中豪雨に遭い全員が同機からは山陰となるへリポートへの登り口付近の窪地で雨宿 

りの最中であって、この間携帯用無線機により航空機を呼んだが交信できなかったと口述 

していることから、この交信不能の事態は両局間の地形による障害によるものであったと 

推定される。

３．１．８　上記の交信不能の間、当該飛行経路上の気象状態はさらに悪化し、女島との交信が 

再開された１２時００分ごろの同機は、海面は一応視認できるものの激しい風雨による乱 

気流と視程障害がある状況下での飛行を余儀なくされており、機長はこの時点で始めて女 

島の気象が急激に悪化したことを知り、直ちに女島への飛行を断念したものと推定される。

３．１．９　女島の風向は、当日１１時５０分以降、それまでの南東から西寄りに変化しており、 

このことから当時左（東）へ１７度前後の偏流修正角で男女群島に接近中であった同機も 

この西寄りの風の影響をうけたものとみられ、このため同機は予定コースを左へ外れ機長 

が女島への飛行を断念した時点で男島の東側１キロメートル前後の位置を飛行していたも 

のと推定され、また、機長は当時の同機がかなりの視程障害の中を飛行中であり、かつ、 

当時がたまたま女島標識ビーコンの欠射時間（１２時００分から１２時０５分）であったた 

め、この飛行コースの変化に気付かなかったものと推定される。

３．１．１０　機長は福江への反転に際し、この激しい乱気流と視程障害の中でホバリングター 

ンを行うことにより空間識失調に陥ることなどの危険性を考慮するとともに、当時の同機 

が予定コース上を飛行しており、既に男女群島付近にさしかかっていること等から勘案し、 

折からの激しい機体の上下動を同機が南東風の風下となる男島の西側を通過しているため 

であると考え、同機の位置を正確に把握できないまま男島へ向っての右上昇旋回を行った 

ものと推定される。

３．１．１１　機長は、女島との交信が約５分間にわたり中断し、その間女島の気象現況の入手 

が遅れたことにより、低気圧に伴う悪天候に遭遇し、激しい風雨による乱気流と視程障害 

の中で中継地への反転を余儀なくされ、機長が計器に依存し急拠行った右上昇旋回状態の 

まま男島を視認することなく、同島の東側斜面に激突したものと推定される。



４　原因

４．１　解析の要約

４．１．１　機長は飛行前の気象チェックにおいて、目的地の天候が飛行可能であり、かつ、当 

時黄海南部を北東に進む低気圧Ａの影響は当日の夕刻以降であるとの判断により福岡空港 

を出発したものと推定される。

４．１．２　同機の当該飛行経路上の気象は１１時５５分（女島予定到着時刻の約５分前）まで 

は飛行に支障となるものではなく、また、機長はこの間にチェックした女島の天候が良好 

であったことから、その後経路上の雲が低くなったことについても、これを局地的な現象 

と判断したものと推定される。

４．１．３　１１時５５分以降に同機が遭遇した悪天候は、新たに発生し、当時女島を通過しつ 

つあった低気圧Ｂの影響によるものであったと推定され、機長は当該飛行中同低気圧の存 

在及びその動静について知ることができなかったものと認められる。

４．１．４　機長は、１１時５５分以降気象の悪化傾向をみとめ、女島の現況を再チェックする 

ため約５分間女島を呼び出しながら飛行を続けたが、この際の通信は、当時女島の携帯無 

線局がヘリポート付近の窪地に移動していたため地形的による障害により交信不能となっ 

たため、その間女島の気象急変に関する情報を入手できなかったものと認められ、１２時 

００分ごろ同機が既に悪天候に遭遇した時点で女島の気象が急変したことを知り、直ちに 

目的地への飛行の中断を決心したものと推定される。

４．１．５　同機は、激しい風雨による乱気流と視程障害の中で福江空港への反転を余儀なくさ 

れ、この際機長は風向の変動によって当時予定のコースを左へ外れていた同機の位置を正 

確に把握できなかったことにより、男島の方向となる右への上昇旋回を行ったものと推定 

される。

４．１．６　同機はかなりの視程障害の中で、機長が計器に依存した右上昇旋回を実施中、男島 

を視認できないままに同島の東側斜面に激突したものと推定される。

４．２　推定原因

本事故の推定原因は、航路標識職員を輸送のため飛行中、悪天候に遭遇したことにより、機 

長が目的地への飛行を断念し、中継地への反転の際、激しい風雨による乱気流と視程障害の中 

で機位を正確に把握できず、かつ、男島を視認できないまま右への上昇旋回を実施し、同島の 

東側斜面に激突したことによるものと認められる。



なお、同機が悪天候に遭遇したことについては、同機と目的地間の通信が当時相手局が窪地 

に移動していたことによる地形的な影響で一時中断されたため、目的地の気象急変に関する情 

報の入手が遅れたことの関与が考えられる。



付図１

九州西方海域における事故当時の低気圧及び前線の移動状況概図



付図２

座席配置図


